
(2)

議
案
件
名
一
覧

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
九
件
）
（
う
ち
前
国
会
か

　
ら
継
続
七
件
）

　
●
両
院
通
過
（
一
六
件
）
（
う
ち
前
国
会
か
ら
継
続
六
件
）

一
　
許
可
、
認
可
等
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
整
理
及
び

　
　
合
理
化
に
関
す
る
法
律
案

二
　
一
般
電
気
事
業
会
社
及
び
一
般
ガ
ス
事
業
会
社
の
社

　
　
債
発
行
限
度
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
法
律
案

三
　
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促

　
　
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
　
特
定
石
油
製
品
輸
入
暫
定
措
置
法
案
（
修
）

五
　
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
法
律
案

七
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
国
際
科

　
　
学
技
術
博
覧
会
政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措

件
名
の
上
の
数
字
は
提
出
番
号
、
件
名
の

下
の
・
修
・
は
本
院
修
正
、
（
修
）
は
衆

議
院
修
正
を
示
す
。

　
　
　
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
八
　
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
九
　
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
法
律
案

一
〇
　
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
六
七

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

第
百
二
回

国
会
一
八

日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
案

第
百
二
回

国
会
八
一

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
修
）
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

第
百
二
回

国
会
八
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

第
百
二
回

国
会
八
三

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
修
）
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

第
百
二
回

国
会
八
四

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
修
）
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

●
衆
議
院
継
続
（
三
件
）
（
う
ち
前
国
会
か
ら
継
続
一
件
）



一
一
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
　
　
　
職
業
安
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
八
二

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
二
件
）
（
う
ち
前
国

会
か
ら
継
続
一
一
件
）

●
本
院
継
続
（
一
〇
件
）
（
い
ず
れ
も
前
国
会
か
ら
継
続
）

第
百
一
回

国
会
　
六

集
団
代
表
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
　
七

海
洋
開
発
基
本
法
案

第
百
一
回

国
会
　
八

海
洋
開
発
委
員
会
設
置
法
案

第
百
一
回

国
会
　
九

都
市
緑
化
促
進
法
案

第
百
一
回

国
会
一
〇

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
　
一

学
校
教
育
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
六

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確

保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
七

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
二

情
報
公
開
法
案

第
百
二
回

国
会
　
七

人
事
訴
訟
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
本
院
未
了
（
二
件
）
（
う
ち
前
国
会
か
ら
継
続
一
件
）

　
　
　
　
　
一
　
日
本
国
有
鉄
道
経
営
再
建
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
五

林
業
労
働
法
案

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
四
六
件
）
（
う
ち
前

国
会
か
ら
継
続
四
三
件
）

●
両
院
通
過
（
三
件
）

　
　
　
　
　
一
　
下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の

　
　
　
　
　
　
　
合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
　
　
　
　
法
律
案

　
　
　
　
　
二
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
　
　
　
　
三
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
　
　
　
　
　
律
案

●
衆
議
院
継
続
（
三
六
件
）
（
い
ず
れ
も
前
国
会
か
ら
継
続
）

第
百
一
回

国
会
　
二

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
　
五

短
時
間
労
働
者
保
護
法
案

第
百
一
回

国
会
一
三

短
期
労
働
者
及
び
短
時
間
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る



法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
四

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
六

母
子
保
健
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
七

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
九

水
俣
病
問
題
総
合
調
査
法
案

第
百
一
回

国
会
二
〇

環
境
影
響
事
前
評
価
に
よ
る
開
発
事
業
の
規
制
に
関

す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
二
一

外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
二
三

武
器
等
の
輸
出
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
二
四

地
域
交
通
整
備
法
案

第
百
一
回

国
会
二
五

交
通
事
業
に
お
け
る
公
共
割
引
の
国
庫
負
担
に
関
す

る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
二
六

訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

第
百
一
回

国
会
二
八

農
産
物
の
自
給
の
促
進
及
び
備
蓄
の
確
保
の
た
め
の

農
業
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
二
九

総
合
食
糧
管
理
法
案

第
百
一
回

国
会
三
〇

農
民
組
合
法
案

第
百
一
回

国
会
三
一

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
三
二

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

第
百
一
回

国
会
三
三

大
企
業
者
等
の
小
売
業
の
事
業
活
動
の
規
制
に
関
す

る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
三

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
四

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
五

公
立
幼
稚
園
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
六

公
立
の
障
害
児
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職

員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
　
八

児
童
生
徒
急
増
地
域
に
係
る
公
立
の
小
学
校
、
中
学

校
及
び
高
等
学
校
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
特
別
措

置
法
案

第
百
二
回

国
会
　
九

義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
一
〇

雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
一
六

定
年
制
及
び
中
高
年
齢
者
の
雇
入
れ
の
拒
否
の
制
限

等
に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
一
七

家
内
労
働
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



第
百
二
回

国
会
一

八

流
通
食
品
へ
の
毒
物
の
混
入
等
の
防
止
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
案

第
百
二
回

国
会
一
九

都
市
に
お
け
る
公
共
交
通
の
環
境
整
備
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案

第
百
二
回

国
会
二
〇

地
域
林
業
振
興
法
案

第
百
二
回

国
会
二
三

地
域
福
祉
保
健
活
動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
二
四

住
宅
基
本
法
案

第
百
二
回

国
会
三
二

大
規
模
小
売
店
舗
等
調
整
法
案

第
百
二
回

国
会
三
八

鶏
卵
の
需
給
の
安
定
に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
三
九

採
卵
養
鶏
業
へ
の
農
外
大
企
業
者
等
の
進
出
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
未
了
（
六
件
）
（
い
ず
れ
も
前
国
会
か
ら
継
続
）

第
百
一
回

国
会
一
〇

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
一

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

第
百
一
回

国
会
一
八

地
域
社
会
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め

の
新
社
会
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
関
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
二
九

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
百
二
回

国
会
三
〇

国
家
秘
密
に
係
る
ス
パ
イ
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る

法
律
案

第
百
二
回

国
会
三
七

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
撤
回
（
一
件
）
　
（
前
国
会
か
ら
継
続
）

第
百
二
回

国
会
三
六

下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の

合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

予
備
費
等
承
諾
を
求
め
る
の
件
（
九
件
）
（
い
ず

れ
も
前
国
会
か
ら
継
続
）

●
衆
議
院
継
続
（
九
件
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
一
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）
（
第
百
一
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

　
　
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）
（
第

　
　
百
一
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁



　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

　
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）
（
第

　
百
二
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
九
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
九
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
九
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

　
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）
（
第

　
百
二
回
国
会
提
出
）

決
算
そ
の
他
（
四
件
）

●
議
決
（
一
件
）

　
○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
八
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

　
　
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書
（
第
百
二
回
国
会
提

　
　
出
）

●
未
了
（
三
件
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
八
年
度

　
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
八
年
度
国
税
収
納
金
整
理

　
　
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
八
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
百

　
　
二
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
百
二

　
　
回
国
会
提
出
）

規
則
・
規
程
案
（
四
件
）

●
可
決
（
四
件
）

　
○
政
治
倫
理
綱
領
案

　
○
行
為
規
範
案

　
○
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
案

　
○
参
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案




